








（注3）「不慮の事故等」には交通事故の他、こくみん共済 coop が規約に定める感染症を含みます。 （注4）障がい保障の障害等級は、労働者災害補償保険法に定める障害等級に準じます。

不慮の事故による
共済金とは

（注1）「重度障がい」とは、労働者災害補償保険法1級、2級および3級の2・3・4 に該当する場合をいいます。（注2）「不慮の事故」には交通事故を含みます。

不慮の事故（交通事故を含みます）を直接の原因とする共済金のお支払いについて

　①共済期間中に不慮の事故が発生していること、かつ、②共済期間中に死亡、重度障がい、障がい、入院などの共済金をお支払いする場合が発生していること、かつ、 ③入院については、事故の日から180日以内に入院を開始していること、を条件とします。

組合員
（全員加入含む）

組合員
（全員加入除く）

配偶者 子ども














